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後期・通年科目の履修取消について 
 
 小樽商科大学履修方法等に関する規則第 7条第 1項第 2号による、履修取
消の方法等は次のとおりです。 
 
 
1. 履修取消制度について 

履修取消制度とは、授業を受けてみたものの単位を修得することが難し
い場合、GPAの数値が下がらないように、その科目の成績を GPA計算対象
から外すための特別な制度です（履修登録自体を削除するものではありま
せん）。 
 
※ 履修登録を無効にするものではないため、前期に取り消した科目単位

分を後期に追加することはできません。また、試験座席表や manaba
から抜けることはありません。 

※ 成績がつかないため、「不可（０点不可除く）」とは異なり、翌年度の
履修登録上限（キャップ）は増えません。 

 
 
2. 履修取消期間について 

履修取消期間は次のとおりです。 
（1）後期科目及び通年科目：12月 1日（水）～12月 7日（火） 
（2）集中講義（実技を含む）：開講期間の中間時（別途定める） 
（3）（1）～（2）に該当しない科目：別途定める時期 

 
 
3. 申請方法について 

指定された期間中に学務情報システム（キャンパス・スクエア）の『履
修取消』から申請を行います。 
履修取消をした科目については、キャンパス・スクエアの『履修取消』

の画面で確認をすると、背景の色がピンク色になり、科目名の前に【取消】
が表示されますので、必ずご自身で確認してください。 

 


